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「行政手続コスト」削減のための基本計画 

 

 

省庁名 厚生労働省 

重点分野名 営業の許可・認可に係る手続 

局名 職業安定局 

 

 

Ⅰ．有料・無料及び特別の法人の行う無料職業紹介事業に関する手続、無料の委託募集の届

出に関する手続 

 

１ 手続の概要及び電子化の状況 

 

（１）職業紹介事業開始時・更新時（許可・許可の有効期間の更新の申請） 

① 手続の概要 

有料・無料職業紹介事業を開始しようとするときは、所定の有料・無料職業紹介事業許可申請

書及び添付書類（事業計画書、法人に関する書類、代表者・役員に関する書類等）を所管の都道

府県労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 

許可有効期間満了後に引き続き事業を継続しようとするときは、所定の許可有効期間更新申請

書及び添付書類を所管の都道府県労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 

特別の法人の行う無料職業紹介事業を開始しようとするときは、所定の特別の法人無料職業紹

介事業届出書及び添付書類（事業計画書、法人に関する書類等）を所管の都道府県労働局を経て

厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（２）有料職業紹介事業に係る手数料表の届出・変更の届出 

① 手続の概要 

有料職業紹介事業者は、届出制手数料に基づき手数料を徴収する場合は、あらかじめ、手数料

表（手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。）を厚生労働大臣に届け出な

ければならない。また、届出制手数料表を変更する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出

なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（３）職業紹介事業報告の提出 

① 手続の概要 

有料・無料及び特別の法人の行う無料職業紹介事業者は、所定の様式により事業報告書を作成

し、所管の都道府県労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 
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② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（４）取扱職種の範囲等の届出・変更の届出 

① 手続の概要 

有料・無料及び特別の法人の行う職業紹介事業者は、職業紹介事業において取り扱う職種の範

囲その他業務の範囲（以下「取扱職種の範囲等」という。）を定めたとき又はこれを変更したとき

は、所管の都道府県労働局を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（５）有料・無料職業紹介事業開始後の変更届・許可証の書き換え 

① 手続の概要 

有料・無料職業紹介事業者は、氏名等に変更があった場合には遅滞なく、その旨を所管の都道

府県労働局を経て厚生労働大臣に届け出るとともに、必要に応じ許可証の書き換えの申請を行わ

なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（６）職業紹介事業の廃止の届出 

① 手続きの概要 

有料・無料職業紹介事業者は有効期間内に事業の廃止をしたときは遅滞なく、その旨所管の都

道府県労働局を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（７）無料の委託募集開始時 

① 手続の概要 

委託募集を、募集主が募集受託者に報酬を与えることなく行う場合、所定の委託募集届出書及

び添付書類（届出書の内容を証明するために必要となる帳簿、書類等）を所管の都道府県労働局

を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 

届出の有効期間は最長で１年とし、１年を超えて行う場合には、以後１年ごとに届け出なけれ

ばならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（８）募集報告の提出 

① 手続の概要 
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募集主または募集受託者は、所定の様式により労働者募集報告を作成し、所管の都道府県労働

局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

２ 削減方策（コスト削減の取組内容及びスケジュール） 

  

（１）～（４）トータルで行政手続コスト２割削減、（５）～（６）トータルで２割削減を実現する。 

  ※各手続きの（）内は一覧表の番号 

 

（１）職業紹介事業開始時・更新時（許可・届出・許可の有効期間の更新の申請。手数料表・取扱職種

の範囲等の届出を含む。）4,687 件（318、319、321、325、328、329、333、336、339） 

・『許可・更新等マニュアル』等の記載の見直し  作業時間 20％削減（更新時 10％） 

現行のマニュアルでは整備すべき書類及び申請書の書き方について特に補足説明が必要である

ことから、事業所の不備や質問の多い事項について追記等行うことにより、相談及び説明、修正

の手間の削減を図る。また、許可申請時に来局による移動は、相談時、申請時、修正時に発生す

ると想定されるが、そのうち修正時の再来局の手間（１往復分）を合わせて解消する。 

 

許可更新時においても、労働局への相談事項として事業の概要に関するものがほとんど無いと

考えられるが、その他は同様の考え方に基づき、事業所の不備や質問の多い事項について追記等

行うことにより、相談及び説明、修正の手間の削減を図る。 

また、各労働局における運用上のばらつき（いわゆるローカルルール）について、事業者から

要望が挙げられた場合など、必要に応じ実態調査を行う。 

 

・許可更新のオンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 10％削減 

労働局所在地以外に所在する遠隔地事業所（全体の４割程度。以下「遠隔地事業所」という。）

に対し許可更新のオンライン等によるオンライン等申請を勧奨する。 

また、デジタルガバメント実行計画に基づき行うこととされている、押印見直しに関する方針

の整理（平成 29年度末まで）及び「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイ

ドライン」の見直し（平成 30年度目途）を踏まえ、押印・電子証明書の要否や代替化について検

討する。 

※ 以下、（２）～（６）の手続きについて同じ。 

 

・登記事項証明書の添付省略   許可時作業時間４％削減 更新時作業時間２％削減 

※「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」（平成 28年 10 月

ＣＩＯ連絡会議決定）により、平成 32 年度実施に向けて各省庁で検討を進めているところで

あるため、当該項目の取組期間は５年となる。 

 

（２）職業紹介事業報告の提出（327、335、341） 

・オンラインまたは郵送申請率を 0.07％から 20％へ向上  作業時間 20％削減 

全体の４割を占める遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。      
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（３）職業紹介事業開始後の変更届（手数料表、取扱職種の範囲等の変更含む）・許可証の書き換え（320、

322、323、326、330、331、334） 

・『許可・更新等マニュアル』等の記載の見直し  作業時間 10％削減 

許可更新時と同じ考えに基づき、事業所の不備や質問の多い事項について追記等行うことによ

り、相談及び説明、修正の手間の削減を図る。 

 

・オンラインまたは郵送申請率を 0.001％から 20％へ向上  作業時間 10％削減 

各種変更届について、遠隔地事業所のオンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

・登記事項証明書の添付省略  作業時間２％削減 

※「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」（平成 28年 10 月

ＣＩＯ連絡会議決定）により、平成 32 年度実施に向けて各省庁で検討を進めているところで

あるため、当該項目の取組期間は５年となる。 

 

（４）職業紹介事業の廃止の届出（324、332） 

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 30％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

（５）無料の委託募集開始時（349） 

・確認書類の見直し  作業時間 40％削減 

届出の有効期間が満了し、改めて届出を行う際、求人や募集受託者等の内容が以前の届出と同

じであれば、確認書類を不要とし、オンラインや郵送での届出を勧奨する。有効期間満了後、同

内容で相談を要さず再届出する募集主等について移動の時間をゼロとすることで、作業時間を

40％削減する。 

 

・現在、最長１年の届出の有効期間を見直すことにより、募集主または募集受託者の作業の頻度を

軽減する。 

 

（６）募集報告の提出（348）  

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 20％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

＜スケジュール＞ 

  ・平成 30 年度 オンライン申請等の利用に関する事業所への周知、『許可・更新等マニュアル』の

記載の見直し、無料の委託募集開始時に提示する書類の取扱いに関する見直し等 

  ・平成 31 年度 オンライン申請等の利用に関する事業所への周知、前年度実施状況を踏まえた見直

し 
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３ コスト計測 

 

 １．選定理由 

 

（１）有料・無料職業紹介事業開始時・更新時（許可・許可の有効期間の更新の申請） 

当該手続は、職業紹介事業を行う全ての事業者に必要な手続であり、また、相談や提出書類の整

備等に最も時間を要する手続であると考えられることから、コスト削減の寄与度が大きいと見込ま

れるため。 

【年間総作業時間】 

許可：16時間（1件当たり平均）×1,421 件（年間手続件数）＝22,760 時間（年間総作業時間） 

  更新：7.7 時間（1件当たり平均）×2,978 件（年間手続件数）＝23,030 時間（年間総作業時間） 

 

（２）職業紹介事業報告の提出 

当該手続は、現在オンライン申請ができるにも関わらず普及していないが、入力作業が多いこと、

来局のための移動時間が、手続に要する時間の中で占める割合が高いことから、オンライン申請が

可能となれば、一定程度のコスト削減が見込まれると考えるため。 

【年間総作業時間】 

 3.5 時間（1件当たり平均）×19,813 件（年間手続件数）＝70,006 時間（年間総作業時間） 

 

 

（３）無料の委託募集開始時 

当該手続は、無料の委託募集を行う全ての者に必要な手続であり、また、相談や提出書類の整備

等に最も時間を要する手続であると考えられることから、コスト削減の寄与度が大きいと見込まれ

るため。 

【年間総作業時間】 

 3.5 時間（1件当たり平均）×125 件（年間手続件数）＝438 時間（年間総作業時間） 

 

（４）募集報告の提出 

当該手続は、現在オンライン申請ができるにも関わらず普及していないが、入力作業が多いこと、

来局のための移動時間が、手続に要する時間の中で占める割合が高いことから、オンライン申請が

可能となれば、一定程度のコスト削減が見込まれると考えるため。 

【年間総作業時間】 

 1.5 時間（1件当たり平均）×143 件（年間手続件数）＝215 時間（年間総作業時間） 

 

 

 ２．コスト計測の方法及び時期 

 

（１）事業開始時・更新時（許可・許可の有効期間の更新の申請） 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年５月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 
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（２）事業報告の提出 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年５月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

（事業報告の提出期限が毎年４月 30 日であることから、期日翌月にサンプル調査を行い、６月末

までに取りまとめる。） 

 

（３）無料の委託募集開始時 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年５月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

 

（４）募集報告の提出 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年５月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

（募集報告の提出期限が毎年４月 30 日であることから、期日翌月にサンプル調査を行い、６月末

までに取りまとめる。） 

 

Ⅱ.労働者派遣事業に関する手続 

 

１ 手続の概要及び電子化の状況 

 

（１）事業開始時・更新時（許可・許可の有効期間の更新の申請） 

① 手続の概要 

労働者派遣事業を開始しようとするときは、所定の労働者派遣事業許可申請書及び添付書類（事

業計画書、法人に関する書類、代表者・役員に関する書類等）を所管の都道府県労働局を経て厚

生労働大臣に提出しなければならない。 

許可有効期間満了後に引き続き事業を継続しようとするときは、所定の許可有効期間更新申請

書及び添付書類を所管の都道府県労働局を経て厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（２）事業報告の提出 

① 手続の概要 

派遣元事業主は、所定の様式により事業報告書を作成し、所管の都道府県労働局を経て厚生労

働大臣に提出しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請は不可。 
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（３）収支決算書の提出 

① 手続の概要 

派遣元事業主は、所定の様式により収支決算書を作成し、所管の都道府県労働局を経て厚生労

働大臣に提出しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請は不可。 

 

（４）関係派遣先への派遣割合の報告 

① 手続の概要 

派遣元事業主は、所定の様式により、関係派遣先への派遣割合について、所管の都道府県労働

局を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請は不可。 

 

（５）海外派遣の届出 

① 手続の概要 

派遣元事業主は、派遣労働者を海外に所在する事業所その他の施設において就業させるための

労働者派遣をしようとするときは、その旨を所管の都道府県労働局を経て厚生労働大臣に届け出

なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（６）事業開始後の変更届・許可証の書き換え 

① 手続の概要 

派遣元事業主は、氏名等に変更があった場合には遅滞なく、その旨を所管の都道府県労働局を

経て厚生労働大臣に届け出るとともに、必要に応じ許可証の書き換えの申請を行わなければなら

ない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 

 

（７）事業の廃止の届出 

① 手続きの概要 

派遣元事業主は有効期間内に事業の廃止をしたときは遅滞なく、その旨所管の都道府県労働局

を経て厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

② 電子化の状況 

e-gov による電子申請が可能。 
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２ 削減方策（コスト削減の取組内容及びスケジュール） 

 

（１）～（７）トータルで行政手続コスト２割削減を実現する。 

   ※各手続きの（）内は一覧表の番号 

 

（１）事業開始時・更新時（許可・許可の有効期間の更新の申請。）（355、356） 

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上（更新申請のみ）  作業時間 10％削減 

添付書類が比較的少なく、労働局との事前相談等が事業開始時に比べて少ないと思われる許可

更新について、遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

また、デジタルガバメント実行計画に基づき行うこととされている、押印見直しに関する方針

の整理（平成 29年度末まで）及び「オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイ

ドライン」の見直し（平成 30年度目途）を踏まえ、押印・電子証明書の要否や代替化について検

討する。 

※ 以下、（２）～（７）の手続きについて同じ。 

 

・各労働局における運用上のばらつき（いわゆるローカルルール）について、事業者から要望が挙

げられた場合など、必要に応じ実態調査を行う。 

 

・登記事項証明書の添付省略  許可時作業時間４％削減 更新時作業時間１％削減 

※「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」（平成 28年 10 月

ＣＩＯ連絡会議決定）により、平成 32 年度実施に向けて各省庁で検討を進めているところで

あるため、当該項目の取組期間は５年となる。 

 

（２）事業報告の提出（363） 

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 20％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

（３）収支決算書の提出（364） 

  ・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 20％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

（４）関係派遣先への派遣割合の報告（365） 

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 20％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

（５）海外派遣の届出（366） 

・オンラインまたは郵送申請率を 0.001％から 20％へ向上  作業時間 30％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

（６）事業開始後の変更届・許可証の書き換え（357、358） 

・オンラインまたは郵送申請率を 0.001％から 20％へ向上  作業時間 10％削減 

 遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 
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・登記事項証明書の添付省略  作業時間２％削減 

※「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」（平成 28年 10 月Ｃ

ＩＯ連絡会議決定）により、平成 32年度実施に向けて各省庁で検討を進めているところである

ため、当該項目の取組期間は５年となる。 

 

（７）事業の廃止の届出（359） 

・オンラインまたは郵送申請率を０％から 20％へ向上  作業時間 30％削減 

遠隔地事業所に対して、オンライン等による非来局型申請を勧奨する。 

 

＜スケジュール＞ 

  ・平成 30 年度 オンライン申請等の利用に関する事業所への周知、オンライン申請を推進するため

のシステム改修、オンライン申請に係る『許可・更新等マニュアル』の記載の見直

し 

  ・平成 31 年度 オンライン申請等の利用に関する事業所への周知、前年度実施状況を踏まえた見直

し 

 

３ コスト計測 

 

 １．選定理由 

 

（１）事業開始後の変更届・許可証の書き換え 

当該手続は、事業内容に変更等があれば手続を行う必要があり、１事業主において複数回手続を

行わなければならない場合もあるため、オンライン化等により手続の効率化を図ることで一定程度

のコストの削減が見込まれると考えるため。 

【年間総作業時間】 

変更：3.2 時間（1件当たり平均）×12,266 件（年間手続件数）＝38,842 時間（年間総作業時間） 

書き換え：9.3 時間（1件当たり平均）×2,034 件（年間手続件数）＝18,984 時間（年間総作業時間） 

 

（２）事業報告の提出 

当該手続は、現在オンライン申請ができない手続であるが、入力作業が多いこと、来局のための

移動時間が手続に要する時間の中で占める割合が高いことから、オンライン申請が可能となれば、

一定程度のコスト削減が見込まれると考えるため。 

【年間総作業時間】 

 7.7 時間（1件当たり平均）×146,823 件（年間手続件数）＝1,132,984 時間（年間総作業時間） 

 

 

 ２．コスト計測の方法及び時期 

 

（１）事業開始後の変更届・許可証の書き換え 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年５月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働
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局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

 

（２）事業報告の提出 

都市部及び地方の労働局の選出の上、毎年６月にサンプル調査を行い、全国事務量時間を推計。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

（事業報告の提出期限が毎年６月 30 日までとなっているため、期日翌月にサンプル調査を行い、

８月末までに取りまとめる。） 

 

Ⅲ．港湾労働法に係る届出等 

 

１ 手続の概要及び電子化の状況 

 

（１）港湾労働者の雇用の届出 

  ① 手続の概要 

    事業主は、日々又は２月以内の期間雇用を除き、その雇用する労働者を港湾運送の業務に従事

させようとするときは、所定の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。 

  ② 電子化の状況 

    本手続きは、電子申請を行うことができる。 

 

（２）公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者の雇用の届出 

① 手続の概要 

  事業主は、公共職業安定所の紹介を受けないで港湾運送業務に従事する日雇労働者を雇い入れ

ようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 

  ② 電子化の状況 

    本手続きは、電子申請を行うことができる。 

 

（３）港湾労働者の雇入れ状況等の報告 

① 手続の概要 

  事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、公共職業安定所

長に報告しなければならない。 

  ② 電子化の状況 

    本手続きは、電子申請を行うことができる。 

 

（４）港湾労働者派遣事業の許可申請事項の変更の届出 

   ①  手続の概要 

    港湾労動者派遣事業の許可を受けている事業主は、氏名、住所等の変更がある場合は、変更内

容を公共職業安定所長に届出を行わなければならない。 

   ② 電子化の状況 

      本手続きは、電子申請を行うことができる。 

 

 



11 

 

２ 削減方策（コスト削減の取組内容及びスケジュール） 

  以下の取組によりトータルで行政手続コスト２割削減を実現する。 

（１）港湾労働者の雇用の届出（388）  

  ①コスト削減の取組内容 

オンライン利用の促進、添付書類の省略、様式の見直し等により作業時間を削減。 

    なお、押印・電子証明書の要否や代替化については、デジタルガバメント実行計画に基づいて、

平成 29 年度末までに策定される押印見直しに関する方針や、平成 30 年度に計画されている、「オ

ンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」の見直しを踏まえ、検討す

る。 

【作業時間 20％削減】 

  ② スケジュール 

   ・平成 30年度 オンライン利用の周知、様式の見直し及び添付書類の省略を可とする見直しの実 

施（10 月頃まで） 

   ・平成 31 年度 オンライン利用、様式の見直し等の周知 

 

（２）公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者の雇用の届出（389） 

① コスト削減の取組内容 

様式の見直し等により作業時間を削減【作業時間 25％削減】 

  ② スケジュール 

   ・平成 30 年度 様式の見直しの実施（10月頃まで） 

   ・平成 31 年度 様式の見直しの周知 

 

（３）港湾労働者の雇入れ状況等の報告（390） 

  ① コスト削減の取組内容 

  オンライン利用の促進、報告頻度の見直し等により作業時間を削減。 

    なお、押印・電子証明書の要否や代替化については、デジタルガバメント実行計画に基づいて、

平成 29 年度末までに策定される押印見直しに関する方針や、平成 30 年度に計画されている、「オ

ンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」の見直しを踏まえ、検討す

る。 

【作業時間 37％削減】 

② スケジュール 

   ・平成 30 年度 オンライン利用の周知、報告頻度の見直しの実施（10 月頃まで） 

   ・平成 31 年度 オンライン利用の周知 

（４）港湾労働者派遣事業の許可申請事項の変更の届出 

  ① コスト削減の取組内容 

 オンライン利用の促進、記載内容の簡素化等により作業時間を削減。 

    なお、押印・電子証明書の要否や代替化については、デジタルガバメント実行計画に基づいて、

平成 29 年度末までに策定される押印見直しに関する方針や、平成 30 年度に計画されている、「オ

ンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン」の見直しを踏まえ、検討す

る。 
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② スケジュール 

・平成 30年度 オンライン利用の周知、記載内容の簡素化の実施（10 月頃まで） 

    ・平成 31 年度 オンライン利用、記載内容の簡素化の周知 

 
 

３ コスト計測 

１．選定理由 

   以下３手続きが、港湾労働法に基づく手続きのほぼ 100％を占めるため。 

（１）港湾労働者の雇用の届出（手続件数：年間 3,000 件程度） 

   【年間総作業時間】 

   0.75 時間（1件当たり平均）×3,033 件（年間手続件数）＝2,275 時間（年間総作業時間） 

 

（２）公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者の雇用の届出（手続件数：年間 45,000 件程度） 

   【年間総作業時間】 

 0.33 時間（1件当たり平均）×45,516 件（年間手続件数）＝15,020 時間（年間総作業時間） 

 

（３）港湾労働者の雇入れ状況等の報告（手続件数：年間 10,000 件程度） 

   【年間総作業時間】 

 2 時間（1件当たり平均）×10,901 件（年間手続件数）＝21,802 時間（年間総作業時間） 

 
 

 ２．コスト計測の方法及び時期 

（１）港湾労働者の雇用の届出 

   労働局を選出の上、実時間を計測する（原則、６月に計測を実施）。 

   その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。  

 

（２）公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者の雇用の届出 

   労働局を選出の上、実時間を計測する（原則、６月に計測を実施）。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

 

（３）港湾労働者の雇入れ状況等の報告 

労働局を選出の上、実時間を計測する（原則、７月（報告頻度の見直し後の最初の報告時期とな

る予定）に計測を実施）。 

その際、事業主の作業区分（事前相談等、申請書等作成、添付書類等準備、不備の修正及び労働

局への移動）に分けてコスト計測を行う。 

 

 


